
消 防 消 第 ７ １ 号

平成１７年３月１８日

各 都 道 府 県 知 事

殿

各 指 定 都 市 市 長

消 防 庁 次 長

市（町村）非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例（例）の一部改正について

今般、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正

する政令（平成１７年政令第４８号）が平成１７年３月１８日に公布され、同年

４月１日から施行されることに伴い、別紙のとおり市（町村）非常勤消防団員に

係る退職報償金の支給に関する条例（例）の一部を改正する条例（例）を送付し

ます。

貴職におかれましては、執務の参考とされるとともに、各都道府県知事におか

れましては、貴都道府県内の市町村及び関係一部事務組合に周知願います。
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こ
の
条
例
（
例
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
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下
「
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と
い
う
。
）
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内
払
と
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す
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